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１ 調達案件の概要 

(1) 調達件名 

次期国有林野情報管理システムの構築に係る事前資料整備業務 

 

(2) 調達の背景 

林野庁国有林野部経営企画課（以下「担当部署」という。）では、電子政府構築計画（平成 15

（2003）年 7 月 17 日 各府省情報化統括責任者（CIO）連絡会議決定。平成 16（2004）年 6 月 14 日

一部改定）に基づき、国有林野事業の事務を効率的に処理するために業務・システムの最適化を行

い、2007 年度から現行の国有林野情報管理システム（以下「現行システム」という。）の運用を開

始している。 

現行システムは、現在約 4,300 人の職員および指定調査機関が利用しており、国有林野事業を実

施する上で必要不可欠なシステムとなっている。現行システムは構成するソフトウェアが 2026 年 6

月 30日をもってサポートを終了することから、それまでに次期システムの構築を完了し本番稼働す

る必要がある。 

 

また、農林水産省では、政府全体の動向や利⽤者視点に立った、あるべき農林⽔産⾏政の姿を踏

まえて、令和 4（2022）年 6 月 7 日に閣議決定された「デジタル社会の実現に向けた)重点計画」を

受けて、「デジタル社会の形成に向けた農林水産省中長期計画」（2022 年 10 月５日農林水産省行

政情報化推進委員会決定）を策定した。この中で、本システムは主要プロジェクトとして位置づけ

られており、システムを活用して処理する業務時間を令和 8（2026）年度までに現状より 4 割削減

することを目指すことを目標としている。 

 

これを実現するため、次期システムの構築に向けて、システムに係る業務処理及び機能の見直し

を行い、2023 年 10 月に要件定義書を作成したところである。この要件定義フェーズにおいて、現

行システムのシステム設計書における各種集約・集計に際しての閾値設定、各種判定と、その根拠

となる林野庁内の各局・署への通知（所謂「業務ルール」）との正確な紐づけ等について詳細設計

までに整理しておく必要があることが判明した。この課題を解決し円滑な設計・開発を行うため、

本業務を実施する。 

 

(3) 調達目的及び調達の期待する効果 

本調達は、令和 6（2024）年 4 月から実施する次期システム構築の基本設計フェーズにおいて、

現行システムのシステム設計書における各種閾値設定、各種判定と、その根拠となる林野庁内の各

局・署への通知との正確な紐づけを行い、新たに構築する次期システム構築の基礎資料を検証する

ことを目的とする。 

これにより、基本設計フェーズの開発期間の短縮、工数の削減の効果が期待され、期間・予算的
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制約が厳しい中、次期システムの効率的な設計・開発が見込める。ひいては、令和8（2026）年6月

30 日までに次期システムを本番稼働し、国有林野事業を滞りなく継続することができる。 

 

(4) 業務・情報システムの概要 

現行システムは、林野庁、森林管理局・森林管理署等の職員が、伐採・造林等の事業実行の管理、

経理事務の処理、地域の国有林面積等の森林情報の管理等を行うために活用しているものであり、

日々の業務の遂行に必要な基幹的システムである。国有林野業務及び国有林野情報管理システムの

概要は図１(4)-1、現状の各サブシステムのデータ連携は図１(4)-2 のとおりである。また、現状で

想定される次期システムの構成図は図１(4)-3のとおりである。なお、本書における国有林GISは、

令和 6 年度中に利用終了予定の「国有林 GIS（国有林野地理情報システム）」と、令和 3 年度から

新たに稼働した「新たな国有林 GIS（国有林地理情報高度化システム）」の総称である。 

図１(4)-1 国有林野事業及び国有林野情報管理システムの概要 



 6 / 29 

 

図１(4)-2 現状の各サブシステムのデータ連携 

図１(4)- 3 次期国有林野情報管理システムの構成図 

※全サブと連携 （※矢印はデータの流れを示す。）
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調査簿
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６ 製品⽣産
⽣産完了報告書
請負契約書等

７製品販売
評定調書等

システムへのアクセス数
(2021年度）：約140万件
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債務者情報⼀覧

契約管理リスト
収納状況⼀覧表等

１２ 決算
※操作機能停⽌中

ADAMS
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債主情報⼀覧

国庫⾦振込明細表等

９歳出予算管理
⽀出負担⾏為⽰達⼀覧表等

経理

市況価
格評定
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(2021年度）： 約６万件

1

ユーザー数：
林野庁、森林管理局署等の約4,300ユーザー
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(5) 契約期間 

契約締結の日から令和6年10月 31日まで。なお、契約締結の日は令和6年3月を想定している。 

 

(6) 作業スケジュール 

作業スケジュールは以下を想定している。具体的な作業スケジュールについては担当部署および、

「令和６～８年度 次期国有林野情報管理システム設計・構築及びクラウドサービス提供業務」の受注

者とも協議して決定する。本業務の成果物は当該設計・構築業務の詳細設計で利用する想定であり、

8 月頃から成果物のドラフト版の提供を依頼することがあるので留意すること。 
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２ 調達案件及び関連調達案件 

(1) 調達範囲 

本調達では、現行システムのシステム設計書における各種閾値設定、各種判定と、その根拠とな

る林野庁内の各局・署への通知等との正確な紐づけ等（以下、「事前整備」という）を行うものと

する。なお、本システムに係る業務のうち、以下の業務に係る事前整備は必須で行うこととする。 

・森林情報管理業務 

・収穫調査、製品生産、販売業務 

契約締結後、要件定義の事業者、現行システムの運用・保守事業者と調整の上、本業務を開始す

るものとする。なお、本業務を遂行する中で、次期システム開発事業者が決まった際には、これと

も連携して取り組むこと。 

 

関係する事業者は以下のとおりである。 

【現行システム】 

令和 6 年 3月までの運用・保守事業者：富士ソフト株式会社 

令和 6 年 4月からの運用・保守事業者：入札による 

関係するミドルウェアの保守契約：富士通株式会社 

（本調達とは別の契約として富士通株式会社と林野庁が締結予定） 

【次期システム】 

令和 6 年 4月からの設計・構築事業者：入札による 

 （以降「設計・構築事業者」と呼ぶ） 

 

(2) 調達案件の一覧 

調達案件及びこれと関連する調達案件の調達単位、調達の方式、実施時期等は表２(2)-1 及び図

２(2)-2 のとおりであり、次期システムの運用開始は 2026 年（令和 8 年）6 月 30 日を予定してい

る。 

表２(2)-1 調達案件一覧 

No 調達案件名 調達の方式 契約締結日 

意見招請 

入札公告 

落札者決定 

契約期間 

現行システム 

1 

令和 5 年度 国有林野情報管理シ

ステムに係る運用・保守及びク

ラウドサービス提供業務 

一般競争入札 

（総合評価） 

令和 5 年 

8 月 28 日 
富士ソフト㈱ 

令和 5年 8 月から 

令和 6年 3 月まで 

2 令和 6～8 年度国有林野情報管理 一般競争入札 令和 6 年 令和 5年 10 月頃 令和 6年 4 月から 
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No 調達案件名 調達の方式 契約締結日 

意見招請 

入札公告 

落札者決定 

契約期間 

システムに係る運用・保守及び

クラウドサービス提供業務 

（総合評価） 4 月 1 日 令和 5年 12 月頃 

令和 6年 3 月頃 

令和 8年 6 月まで 

3 
国有林野情報管理システムのマ

ルチブラウザ対応改修業務 

一般競争入札 

（最低価格） 

令和 6 年 

3 月頃 

- 

令和 5年 12 月頃 

令和 6年 3 月頃 

令和 6年 4 月から 

令和 6年 10 月まで 

次期システム（本業務の対象システム） 

4 

令和６～８年度 次期国有林野

情報管理システム設計・構築及

びクラウドサービス提供業務 

一般競争入札 

（総合評価） 

令和 6 年 

4 月 1 日 

令和 5年 10 月 10 日 

令和 5年 12 月頃 

令和 6年 3 月頃 

令和 6年 4 月から 

令和 9年 3 月まで 

5 
次期国有林野情報管理システム

の構築に係る事前資料整備業務 

一般競争入札 

（総合評価） 

令和 6 年 

3 月頃 

- 

令和 5年 12 月頃 

令和 6年 3 月頃 

令和 6年 4 月から 

令和 6年 10 月まで 

6 

令和 9 年度 次期国有林野情報

管理システムに係る運用・保守

及びクラウドサービス提供業務 

一般競争入札 

（総合評価） 

令和 9 年 

4 月 1 日 

- 

令和 8年 11 月頃 

令和 9年 3 月頃 

令和 9年 4 月から 

令和 10 年 3 月まで 

 

 

図２(2)-2 調達スケジュール 

 

(3) 調達案件間の入札制限 

現時点で本調達と、前項記載の調達案件間の入札制限はない。その他、詳細については「７(5)

入札制限」も参照すること。 

対象システム
利用基盤

調達案件名（予定名） 調達方式
2023年度

(R5)
2024年度

(R6)
2025年度

(R7)
2026年度

(R8)
2027年度

(R9)

1
令和5年度 国有林野情報管理シス
テムに係る運用・保守及びクラウ
ドサービス提供業務

総合評価
落札方式

2
令和6～8年度国有林野情報管理シ
ステムに係る運用・保守及びクラ
ウドサービス提供業務

総合評価
落札方式

3
国有林野情報管理システムのマル
チブラウザ対応改修業務

最低価格
落札方式

4
令和6～8年度次期国有林野情報管
理システム設計・構築及びクラウ
ドサービス提供等業務

総合評価
落札方式

5
次期国有林野情報管理システムの
構築に係る事前資料整備業務

総合評価
落札方式

6
令和9年度 次期国有林野情報管
理システムに係る運用・保守及び
クラウドサービス提供業務

総合評価
落札方式

現行システム（本業務の対象システム）
MAFFクラウド（パブリッククラウド（AWS））

次期システム
ISMAPに登録された基盤

現行システムの利用終了

運用
及び保守

調達 運用及び保守

調達 設計・開発

調達 運用及び保守

調達

運用及び保守

調達 改修

調達 資料整備

本調達
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３ 作業の実施内容 

作業の実施内容は、次の各号のとおりである。 

 

(1) 作業実施計画の作成 

受注者は、本調達仕様書、デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン、解説書から、本業務の

作業内容を把握した上で、契約日の翌日から10日（行政機関の休日を含まない。）以内に作業実施

計画書を作成して提出し、担当部署の承認を得ること。 

なお、作業実施計画書には、以下の内容を記述し、作業実施計画書の内容に変更の必要が生じた

場合は、変更の理由及び変更内容とともに修正された作業実施計画書を担当部署に書面にて届け出

て承認を得ること。 

また、受注者は、承認を得た作業実施計画書に基づき、本業務に係るコミュニケーション管理、

体制管理、作業管理、リスク管理、課題管理、システム構成管理、変更管理、情報セキュリティ対

策を行うこと。  

① 全体スケジュール（作業工程名、各作業工程の実施内容、実施期間、作業担当、各作業工程

の完了条件を含む。） 

② WBS 及び詳細スケジュール（作成した WBS を元に、各作業の関連性（作業間の依存関係が明

確になるようにスケジュールをガントチャートとして記述し、明確にすること。）、作業担

当、開始・完了日等の制約、各作業項目の作業内容と成果物の関係を踏まえ整理するもの。） 

③ プロジェクト体制図（要員数、要員の経験・スキル、連絡先、作業計画と要員配置との対応

関係も含む。） 

④ 会議体ルール 

⑤ コミュニケーション管理（手段、様式を含む。） 

⑥ 本業務の成果物を詳細に定義したドキュメント体系 

⑦ ドキュメント管理（採番ルール、版数管理を含む。） 

⑧ 情報セキュリティ管理（委託先等を含む。） 

⑨ 作業体制の管理手法 

⑩ 品質管理、品質基準の設定 

⑪ リスク管理 

⑫ 課題管理 

⑬ 変更管理 

 

(2) 事前資料整備 

受注者は、本システムのサブシステムに係る業務について、現行システムにおける設計書（以下、

現行設計書と呼ぶ）のユースケース一覧における機能概要と入力・出力データの根拠となっている

運用通知等及び通知の該当部分の対応一覧表（以下、「対応一覧表」という。）を作成し、報告書
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として取りまとめること。 

想定する作業内容、成果物等は以下のとおりである。 

ア 作業内容 

作業内容は以下の 2 つである。 

① 通知と現行設計書の対応関係を確認すること。 

以下の例にあるように、林野庁が所管する通知と現行設計書の対応関係を明確にする作

業である。 

 

② 本業務の成果を設計・構築事業者へ説明すること。 

本業務は設計・構築事業と並行して実施することとなるから、受注者は発注者の求めに

応じて本業務の成果を、設計・構築事業者へ説明すること。また、担当部署が設計・構築

事業者へ説明を行う際の支援を行うこと。 

イ 成果物（対応一覧表） 

現行設計書（粒度は基本設計書レベルを想定）と通知の対応関係をまとめた、対応一覧表を成果

物として作成する。なお、下表は現時点の想定であり、取りまとめる項目等は設計に必要な情報に

応じて変更されることがある。 

「対応一覧表（例）」 

業務 名前 担当班 
システム上

の該当業務 
該当項 ルール 



 12 / 29 

 

販売 立木販売予定価

格評定公式の運

用について 

供給企

画・対

策班 

立木販売 第 3 (3)

ア 

基準利用率（D）は、様式８－「立

木利用率表」からそれぞれ該当の利

用率を記入する。 

販売 立木販売予定価

格評定公式の運

用について 

供給企

画・対

策班 

立木販売 第 3 (3)

イ 

増減率（E）は、利用率が立木の品

位、樹齢、地位、生育環境等から幹

形等が異なり、あるいは被害木等で

基準率によることが適正でないと認

められる場合に、これを増減して実

態に即する利用率とするものであ

り、この増減率を記入する。 

販売 立木販売予定価

格評定公式の運

用について 

供給企

画・対

策班 

立木販売 第 3 (3)

ウ 

計（F）は、基準率に増減率を加減

して得た率を記入する。なお、計

（Σ）において、総素材材積を総立

木材積で除して、平均利用率を算出

する。この平均利用率をもって立木

販売予定価格評定公式の f（平均利

用率）に用いるものとする。 

販売 立木販売予定価

格評定公式の改

訂について 

供給企

画・対

策班 

… … … 

 

ウ その他 

作業にあたり、根拠となる運用通知等は、PJMO から受注者へ提供するものとする。 

なお、本作業は、森林情報管理及び収穫・製品生産・販売業務に係る対応一覧表の作成を必須と

するが、本システムに係る業務全ての対応一覧表を作成することが望ましい。対象となる通知の総

量は1,100本/11,000ページ程度あるが、本システムに無関係な通知も含まれている。対象の通知・

設計書は９(2)入札公告期間中の資料閲覧等に従って閲覧が可能である。 

また、現行設計書のうち、国有林野事業に係る専門用語・固有名詞等でシステム設計者の理解が

難しいと考えられる用語を、出現個所とともに列挙して取りまとめること。 

 

(3) 定例会等の実施 

ア 受注者は、契約後10日（行政機関の休日を含まない。）以内に、作業実施計画書等の案につ

いて、担当部署及びステークホルダー等に説明し、認識共有を図ること等を目的とするキッ

クオフ会議を開催すること。 

イ 受注者は、定例会を隔週開催するとともに、業務の進捗状況を作業実施要領に基づき報告す
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ること。 

ウ 担当部署から要請があった場合、又は、受注者が必要と判断した場合、必要資料を作成の

上、定例会とは別に会議を開催すること。 

エ 受注者は、会議終了後、3日以内（行政機関の休日（行政機関の休日に関する法律（昭和63年

法律第91号）第１条第１項各号に掲げる日をいう。）を除く。）に議事録を作成し、担当部

署の承認を受けること。 

 

(4) コミュニケーションツールの準備 

本業務のコミュニケーションツールは担当部署が用意する Microsoft Teams と、Slack が、利用

可能であるため、原則これを利用すること。 

 

(5) 引継ぎ 

受注者は、作業経緯、残存課題等を文書化し、次期システムの設計・構築事業者に対して確実な

引継ぎを行うこと。 

 

(6) 業務の完了 

受注者はすべての業務が完了したときに、担当部署に業務の完了を報告すること。 

 

(7) 契約金額内訳及び情報資産管理標準シートの提出 

受注者は、「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」(デジタル社会推進会議幹事会決定。

最終改定：2023 年 3 月 31 日)の「別紙３ 調達仕様書に盛り込むべき情報資産管理標準シートの提

出等に関する作業内容」に基づく情報資産管理を行うために必要な事項を記載した情報資産管理標

準シートを提出すること。 

受注者は、「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン 別紙２ 情報システムの経費区分」に

基づき区分等した契約金額の内訳が記載されたエクセルの電子データを契約締結後速やかに提出す

ること。 

 

(8) 成果物 

ア 成果物名 

本業務の成果物を表４(8)に示す。 

表４(8) 成果物一覧 

No. 記載箇所 成果物名 納品期日 

1 3(2) 報告書（対応一覧表、用語集等） 令和 6年 10 月 31 日 
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（その他、8月頃から

ドラフト版の提供を依

頼する予定） 

3 3(5) 引継ぎ書（作業経緯、残存課題等） 令和 6年 9月 30 日 

4 3(3) 作業実施計画書 契約締結後 10 日以内 

5 3(3) 議事録及び会議資料一式 会議終了後 3日以内 

6 - 本業務における作成データ 
作成・修正時適宜及び

令和 6年 10 月 31 日 

7 3(6) 業務完了報告書 令和 6年 10 月 31 日 

8 3(7) 契約金額内訳及び情報資産管理標準シート 

契約締結後 5日以内及

び担当部署の求めに応

じ適宜 

9 5(2) 個人情報の取扱いに関する事項の書面 
個人情報の取扱いを開

始する前 

 

イ 成果物の説明 

○作業実施計画書 

受注者は、本調達仕様書、デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン、解説書から、本業務

の作業内容を把握した上で、契約日の翌日から10日（行政機関の休日を含まない。）以内に作業

実施計画書を作成して提出すること。なお、作業実施計画書には、以下の内容を記述し、作業実

施計画書の内容に変更の必要が生じた場合は、変更の理由及び変更内容とともに修正された作業

実施計画書を担当部署に書面にて届け出て承認を得ること。また、受注者は、承認を得た作業実

施計画書に基づき、本業務に係るコミュニケーション管理、体制管理、作業管理、リスク管理、

課題管理、システム構成管理、変更管理、情報セキュリティ対策を行うこと。 

① 全体スケジュール（作業工程名、各作業工程の実施内容、実施期間、作業担当、各作業工

程の完了条件を含む。） 

② WBS 及び詳細スケジュール（作成した WBS を元に、各作業の関連性（作業間の依存関係が

明確になるようにスケジュールをガントチャートとして記述し、明確にすること。）、作

業担当、開始・完了日等の制約、各作業項目の作業内容と成果物の関係を踏まえ整理する

もの。） 

③ プロジェクト体制図（要員数、要員の経験・スキル、連絡先、作業計画と要員配置との対

応関係も含む。） 

④ 会議体ルール 
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⑤ コミュニケーション管理（手段、様式を含む。） 

⑥ 本業務の成果物を詳細に定義したドキュメント体系 

⑦ ドキュメント管理（採番ルール、版数管理を含む。） 

⑧ 情報セキュリティ管理（委託先等を含む。） 

⑨ 作業体制の管理手法 

⑩ 品質管理、品質基準の設定 

⑪ リスク管理 

⑫ 課題管理 

⑬ 変更管理 

 

○本業務における作成データ 

担当部署の求めに応じて作成した全てのデータを提出すること。例えば会議資料を作成するた

めに利用した元の生データや、本業務に関連して作成した資料を想定している。 

 

○設計書一式 

本システムを構築するための書類一式。例として以下のものを想定している。「ソフトウェア

一覧・ソフトウェア構成図・ハードウェア構成一覧・システム構成図・情報システム関連図・

ネットワーク構成図・画面一覧・画面遷移図・画面仕様・帳票一覧・帳票仕様・ER図・CRUD図・

データモデル・テーブル一覧・テーブル定義・外部インタフェース一覧・外部インタフェース仕

様・プログラム一覧・アプリケーション仕様・バッチ仕様・インフラ設計・パラメータシート・

情報セキュリティ設計・UI/UX 設計・運用・保守設計・運用設定書・運用手順書」 

 

○情報セキュリティ管理計画書 

本業務を遂行する上での情報セキュリティの管理方法等について記述したもの 

 

ウ 成果物の納品方法 

成果物は、全て日本語で作成すること。ただし、日本国内においても英字で表記されることが

一般的な文言については、そのまま記載しても構わないものとする。 

用字・用語・記述符号の表記については、「「公用文作成の考え方」の周知について（令和 4

年 1 月 11 日内閣文第 1号内閣官房長官通知）」を参考にすること。 

情報処理に関する用語の表記については、日本産業規格（JIS）の規定を参考にすること。 

成果物は紙媒体及び電磁的記録媒体により作成し、担当部署から特別に示す場合を除き、原則

紙媒体は正１部・副１部、電磁的記録媒体は２部を納品すること。 

紙媒体による納品について、用紙のサイズは、原則として日本産業規格 A 列４番とするが、必

要に応じて日本産業規格 A 列３番を使用すること。 
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電磁的記録媒体の納品について、Microsoft Office 又は PDF のファイル形式で作成すること。 

納品後、担当部署において改変が可能となるよう、図表等の元データも併せて納品すること。 

成果物の作成に当たって、特別なツールを使用する場合は、担当職員の承認を得ること。 

成果物が外部に不正に使用されたり、納品過程において改ざんされたりすることのないよう、

安全な納品方法を提案し、成果物の情報セキュリティの確保に留意すること。 

電磁的記録媒体により納品する場合は、不正プログラム対策ソフトウェアによる確認を行うな

どして、成果物に不正プログラムが混入することのないよう、適切に対処すること。なお、対策

ソフトウェアに関する情報（対策ソフトウェア名称、定義パターンバージョン、確認年月日）を

記載したラベルを貼り付けること。 

 

エ 成果物の納品場所 

原則として、成果物は次の場所において引渡しを行うこと。ただし、担当部署が納品場所を別

途指示する場合はこの限りではない。 

〒100-8950 東京都千代田区霞が関 1-2-1 林野庁経営企画課 

 

オ その他 

本事業で作成した資料等について、納品前であっても発注者の求めに応じ、発注者の業務に必

要な範囲で利用可能とすること。ただし、特別の事情がある場合はこの限りではない。 

  


